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執行役員制度の変更および人事異動に関するお知らせ

　当社は執行役員制度を変更し、平成31年３月22日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動に関して決議しまし
たのでお知らせいたします。

記

１．執行役員制度変更（役付執行役員制度の導入）の目的
　　当社では従来より、コーポレートガバナンス強化および取締役会の監督機能と執行機能の分離を図るため執行役員
　制度を導入しております。
　　取締役会は主にガバナンスを担い、執行権限を執行役員に委譲することにより、経営の機動性を高めて参りました。
　　今回当社では、業務執行機能の更なる強化を目的として「役付執行役員制度」を導入いたします。
　　執行役員は、取締役会で決議された範囲の業務を代表取締役社長の指揮命令に基づいて執行し、当該業務について責
　任を負うものとします。なお、執行役員の指名については諮問委員会で諮問いただきます。

２．変更後の執行役員制度の概要
（１）執行役員の選任・解任は、諮問委員会の諮問を経て、取締役会決議にて決定します。
（２）執行役員の役位は、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員、執行役員の５種類とします。
（３）代表取締役会長、代表取締役社長、社外取締役を除く取締役は執行役員を兼ねることができるものとします。
（４）執行役員の任期は、事業年度と同一の４月１日から翌３月31日までの１年とし、再任を妨げないものとします。

３．人事異動

　(１) 取締役および執行役員人事（平成31年４月１日付）

　(２) 事業部長・部長等人事（平成31年４月１日付）
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